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第Ⅲ部 資料編 

 
 

１．他府省の競争的資金制度の概要 

 
１．１ 調査の概要 
他省庁の競争的資金の運用状況を把握するため、公開されている各制度の関連情報を収

集ならびに整理した。 
 
 
１．２ 調査の実施対象 
 今後の環境省競争的資金制度の運用の参考に資するために、平成 23年度に実施している

他府省の競争的資金制度の中から、政策直結型研究や基礎研究、予算額の大きさの別等を

考慮し、関連する競争的資金制度を抽出し、調査の対象とした。 
 具体的に調査対象として抽出した競争的資金制度は、制度の目的が政策直結型の競争的

資金制度（２件）、予算額が大きく、個別調査においても参考となる制度として複数の被評

価者から提案のあった基礎研究を対象にした競争的資金制度（１件）、そして、環境関連分

野を対象にした競争的資金制度（２件）の５つの制度とした。 
 具体的な競争的資金制度および実施機関は、以下のとおりである。 
 

表Ⅲ－1 競争的資金制度の検証のための調査の実施対象 

カテゴリー 競争的資金制度 実施機関 

政策直結型 厚生労働科学研究費 厚生労働省 

戦略的情報通信研究開発推進制度 総務省 

基礎研究型 戦略的創造研究推進事業（CREST) 科学技術振興機構（JST） 

環境関連制度 イノベーション創出基礎的研究推進事業 農業食品産業技術総合研究機構 

省エネルギー革新技術開発事業 新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO） 

 
 
１．３ 調査項目 
 本調査では、以下を調査の項目とした。 
（１）競争的資金制度の概要と運営方法・管理体制 
（２）評価方法と体制 
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１．４ 調査結果 
 

１．４．１ 厚生労働科学研究費 
 
（１）制度の運営方法・体制 
○目的 
少子高齢化の進展、疾病構造の変化、国民を取り巻く社会環境の変化、国民のニーズ

の多様化・高度化などに的確に対応した厚生労働行政が求められている。行政施策は、

適切妥当な科学的根拠に立脚する必要がある。そのためには、厚生労働省所管の国立試

験研究機関等で研究を行うのみならず、産官学の各分野が協力して新しい知見を生み出

す必要がある。厚生労働科学研究は、このような目的の為に行われる厚生労働省の研究

を総称している。 

現在の研究費補助の萌芽は、昭和 26年度に創設された厚生科学研究費補助金制度であ

る。それが漸次拡大され、昭和 59年度からは対がん 10ヵ年総合戦略が始まるなど、平

成 7年度以降は国全体の科学技術基本計画に基づき、大幅な拡大がみられている。平成

21 年度には、484 億円の研究費により 1,500 以上の研究をサポートしている。 

 
○対象分野 
厚生労働科学研究事業は、１）行政政策研究、２）厚生科学基盤研究、３）疾病・障

害対策研究、４）健康安全確保総合研究の４分野から構成されている。 
なかでも、行政政策研究分野は、①政策科学総合研究、②地球規模保健課題推進研究

の２つで構成され、政策直結型の研究に対して研究費を配分している。 
 

表Ⅲ－2 行政政策研究分野における各事業の概要  
 事業 制度の内容 担当課 

行
政
政
策
研
究
事
業 

行政政策研究 
事業 

政策科学推進研究事業・統計情報総合研究事業人

文・社会科学系を中心とした人口・少子化問題、社

会保障全般及び厚生労働統計に関する研究の推進、

社会保障を中心とした厚生労働行政施策の企画立案

及び効率的な推進並びに統計・情報の整備及び利用

の総合的な推進に資することを目的とする研究 

大臣官房統計情報部人

口動態・保健統計課保健

統計室 
政策統括官付政策評価

官室 

地球規模保健課

題推進研究： 
地球規模保健課

題推進研究 

我が国においてこれまで蓄積してきた保健医療分野

の知見や経験を活かし、先端的な科学技術を活用す

ることにより、諸外国への貢献を図ることを目的と

する研究 

大臣官房国際課 

地球規模保健課

題推進研究： 
国際医学協力研

究 

日本及びアメリカ合衆国の両国においてアジア地域

にまん延している疾病に関する研究を共同して実施

するとともに、アジア地域を中心とする医学に関す

る研究協力の充実を図ることにより、世界の医学の

進歩に資することを目的とする研究 

大臣官房厚生科学課 

厚生労働科学特別研究

事業 
厚生労働科学の新たな進展に資することを目的とす

る独創的な研究及び社会的要請の強い諸問題に関す

る先駆的な研究 

大臣官房厚生科学課 

 
厚生科学基盤研究分野には、先端的基盤開発研究事業（再生医療実用化研究、創薬基

盤推進研究）、臨床応用基盤研究事業（医療技術実用化総合研究）等が含まれる。 

疾病・障害対策研究分野には、長寿・障害総合研究事業（障害者対策総合研究、長寿
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科学総合研究、認知症対策総合研究）、成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業、第 3

次対がん総合戦略研究事業（第 3次がん総合戦略研究、がん臨床研究）、生活習慣病・難

治性疾患克服総合研究事業（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究、腎疾患対

策研究事業、免疫アレルギー疾患等予防・治療研究、難治性疾患克服研究）、感染症対策

総合研究事業（エイズ対策研究、肝炎等克服緊急対策研究、新型インフルエンザ等新興・

再興感染症研究）等が含まれる。また、健康安全確保総合研究分野には、地域医療基盤

開発推進研究事業、労働安全衛生総合研究事業、食品医薬品等リスク分析研究事業（食

品の安心・安全確保推進研究、医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究、

化学物質リスク研究）、健康安全・危機管理対策総合研究事業が含まれる。 

 
○助成対象 

国内の大学や試験研究機関等に所属する研究者 
 
○予算および助成額 

平成 22 年度は約 472 億円の研究費により 1533 課題の研究をサポートしている。平成

22 年度の各研究事業の占める割合は次図のとおり。 

 
図Ⅲ－１ 各研究事業の研究費予算全体に占める割合 

 
また、予算及び採択件数の推移および研究代表者の所属機関別研究費の割合（平成 21

年度）については、次のとおりである。採択件数は 1600 件弱であり、450 億円を超えて

いる。研究代表者の所属機関別の研究費の割合は、国立大学が 38％と最も多い。 
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図Ⅲ－２ 予算額・採択件数の推移および研究代表者の所属機関別研究費の割合 

 
○助成期間および助成額 

平成 22年度の１課題当たりの平均研究費額は、研究事業ごとに異なる（次図）。研究

課題１課題当たりの平均の研究費額は約 2900 万円。 

 

 
図Ⅲ－２ 研究事業ごとの１課題当たり平均研究費額 

 
○運営管理体制 

厚生科学審議会科学技術部会及び大臣官房厚生科学課の調整のもと、厚生労働省内の

関係部局と関係研究機関の科学技術調整官とにより厚生労働科学研究費のマネジメント

を行っている。 
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図Ⅲ－３ 厚生労働科学研究費のマネジメントのフロー 

 
○制度の仕組み 

外部の専門家のご意見や行政上の必要性等を踏まえ、研究事業毎に、国民の保健医療、

福祉、生活衛生、労働安全衛生等の課題を解決する「目的志向型の研究課題設定」を行

い、その上で、原則として公募により研究課題及び研究班を募集し、評価委員会の評価

を経て、採択を決定する。 

 
図Ⅲ－４ 厚生労働科学研究費の流れ 
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厚生労働科学研究費の年間スケジュールについては、次のとおりである。 

 

 
図Ⅲ－５ 厚生労働科学研究費のスケジュール 

 
厚生労働科学研究費は一般公募型、若手育成型などに分類されている。 

●一般公募型 

一般公募による競争的枠組み。 

●若手育成型 

将来の厚生労働科学研究を担う研究者の育成を推進するための枠組み。応募資格

に年齢制限を設け、若手研究者に限定している。また、一部の若手育成型の採択に

当たっては、より公正に審査を行うため、研究者名や研究実績をふせたマスキング

評価が採用されている。 

 

 

研究は、単独の研究者で応募することも、チームを組んで応募することも可能であり、

また、チームを組む場合は、別の機関に所属する研究者と協力して応募することも可能

である。 
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（２）各種評価（事前・中間・事後・追跡評価）の方法 

厚生労働科学研究費補助金の審査は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」に

基づき下図に示す流れに沿って行われる。提出された研究開発課題は、各研究事業の評価

委員会で専門家による専門的学術的観点と行政担当部局の行政的観点から評価される。評

価委員会名簿、採択課題や採択額等についても厚生労働省ホームページで示している。 

 

 
図Ⅲ－６ 厚生労働科学研究費補助金の評価システム 

 
研究の評価に当たっては、これまでの研究実績の少ない者（若手研究者等）について

も、研究内容や計画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研究

開発の機会が与えられるように配慮することを定めている。 

また、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査

を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性についても検討を行う。 

 
 
○審査委員 

研究事業の評価は外部評価を基本とし、研究分野の専門家・専門家以外の有識者・厚

生労働省の関係部局の職員により構成されている。委員は 10～15 名程度。利害関係者は

排除され、年齢・所属機関・性別等を配慮している。 

 
○採択審査 
採択審査は書面評価を基本とし、必要に応じてヒアリング等を実施する。書面評価で

は、評価委員会において、研究課題全体の評価を行う。 

各評価者は、課題ごとに 5～10段階の評点で評価する。評価基準は、「専門的・学術的

観点からの評価」、「行政的観点からの評価」、「総合的に勘案すべき事項」（研究の倫理、
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エフォート、研究実績の少ない（若手等）への配慮）等である。中でも、「行政的観点か

らの評価」では、行政課題との関連性、行政的重要性、行政的緊急性等についての評価

が行われる。 

ヒアリングについては、大規模な研究開発課題等、必要に応じて実施する。総合評価

に基づき課題の採択、配分額の決定を行う。 

 

（参考） 

平成 22 年度の申請と採択の状況は次表のとおりで、課題の採択率（新規、継続あ

わせて）は約 50.7％となっている。 

 

表Ⅲ－３ 新規課題・継続課題の応募件数、採択件数、採択率 

 応募件数 採択件数 採択率 

新規課題 2232 759 34.0% 

継続課題 789 774 98.1% 

 

 

○継続（中間・途上）評価 
中間評価委員会の委員の概ね３分の１は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもって充

てる。実施時期は、原則毎年実施している。中間評価では、「専門的・学術的観点からの評価

に当たり考慮すべき事項」（研究計画の達成度〈成果〉、今後の研究計画の妥当性・効率性、研

究継続能力）と、「行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項」、「効率的・効果的な運営

の確保の観点からの評価に当たり考慮すべき事項」、「総合的に勘案すべき事項」等が考慮す

べき事項とされている。 
「行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項」については、評価時点での政策等への

活用（公的研究としての意義）の観点から行い、具体的には、①施策への直接反映の可能性、

あるいは、政策形成の過程などにおける参考として間接的に活用される可能性、②間接的な

波及効果などへの期待できるか、③これら政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に

示されているか、④社会的・経済的効果が高い研究であるかについて評価を実施している。 
 
 

○終了（事後）評価 
事後評価委員会の委員の概ね３分の１は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもって充

てるとしている。事後評価では、「専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項」、

「行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項」、「効率的・効果的な運営の確保の観点か

らの評価に当たり考慮すべき事項」、「国民へのわかりやすい説明・普及の努力」、「研究成果

の公表状況や特許の出願及び取得状況」、「今後の展望等への説明（ヒアリング実施時）」等が

考慮すべき事項とされている。事後評価の項目の特徴として、「国民へのわかりやすい説明・普

及の努力」として研究成果や意義を国民にわかりやすく説明すること、研究成果を普及等させ

るため、研究者の取り組み体制等があげられている。また、「行政的観点からの評価に当たり考

慮すべき事項」では、研究成果の政策等への活用（公的研究としての意義）について、中間評

価での項目と同様に、①施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程などにおけ

る参考として間接的に活用される可能性、②間接的な波及効果などが期待できるか、③これら

政策等への活用がわかりやすく具体的かつ明確に示されているか、④社会的・経済的効果が
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高い研究であるか等があげられている。 
 

○追跡調査および追跡報告書 
一部の研究について追跡評価を実施することになっているが、現時点で公表されていない。 

 
○関連情報（参照先等） 
 厚生労働省・研究事業のホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html 

 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針、厚生労働省大臣官房厚生科学課、

平成 22 年 11 月 11 日 
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１．４．２ 戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE） 

 
（１）制度の運営方法・体制 
○目的 
 戦略的情報通信研究開発推進制度（以下、SCOPE）は、ICT 分野における競争的資金制

度として、2002 年度から開始した。本制度では、総務省が定めた国として推進すべき ICT

政策と整合性を持った「研究開発戦略マップ」（総務省情報通信審議会中間答申 「知識

情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」別添）に基づき、我が国の復興、再生

はもとより、持続的な成長と社会の発展、安全で豊かな国民生活の実現等に積極的な役

割を果たし、我が国の科学技術イノベーションの力を高めることを目的として実施して

いる。 

 具体的には、SCOPE は、UNS 研究開発戦略プログラムにおける制度である。総務省にお

ける研究開発事業は、ユニバーサル・コミュニケーション技術（U）、新世代ネットワー

ク技術（Ｎ）、ICT 安心・安全技術（S）のそれぞれの研究開発事業と、競争的資金制度

（戦略的情報通信研究開発推進制度、先進的技術開発支援、民間基盤技術研究促進制度：

H20 年度）からなる。 

 
○対象分野 
 SCOPEでは、①ICTイノベーション創出型研究開発、②若手ICT研究者育成型研究開発、

③地域 ICT 振興型研究開発の３つのプログラムについて研究資金の配分を行なっている。 

 
表Ⅲ－４ SCOPE の各プログラムと対象となる研究開発分野 

プログラム 内容 研究開発分野 

ICT イノベー

ション創出型

研究開発 

分類ⅰ：グリーンイノベーシ

ョンの推進 

①ICTの活用による省エネルギー化・低炭素化、 ②

ICT そのものの省エネルギー化・低炭素化 

分類ⅱ：ライフイノベーショ

ンの推進 

③ICT による健康で自立して暮らせる社会の実

現、④人と社会にやさしいコミュニケーションの

実現、⑤安心とうるおいを与える情報提供の実現 

分類ⅲ：社会にパラダイムシ

フトをもたらす技術革新の

推進 

⑥ネットワーク基盤、⑦ワイヤレス、⑧セキュア

ネットワーク、⑨宇宙通信システム技術、⑩革新

機能創成技術 

分類ⅳ：東日本大震災を踏ま

えた復興・再生、災害からの

安全性向上への対応 

⑪通信・放送ネットワークの耐災害性の強化等、

⑫災害の状況を遠隔からリアルタイムに把握・蓄

積・分析等を可能とするセンサーネットワーク 

若手 ICT 研究

者育成型研究

開発 

フェーズ 1 フェーズⅡで行う研究開発のための予備実験、理

論検討等の研究開発を行い、フェーズⅡにおいて

優れた成果が得られるかどうかの実行可能性や実

現可能性の検証等を実施。 

フェーズ 2 フェーズⅠを踏まえ、本格的な研究開発を実施 
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プログラム 内容 研究開発分野 

地域 ICT 振興

型研究開発 

ICT の利活用により地域固有

の社会的・経済的課題を解決

し、地場産業の振興や創出、

地域住民の生活向上など地

域社会・経済活動を活性化す

るために、地域の大学や中

小・中堅企業、地方自治体の

研究機関等に所属する研究

者が提案する研究開発課題

に対する研究資金の配分 

「ICT イノベーション創出型研究開発」で示した

分類ⅰから分類ⅳまでの分類における 12 の研究

開発課題が対象である。 

 
 

○助成対象 
 ICT イノベーション創出型研究開発は、総務省が設定した ICT 分野の分類において、独創

性や新規性に富む基礎的・萌芽的な研究開発課題を公募する制度である。提案する研究開

発課題は、総務省の「研究開発マップ」に含まれる。 
 若手 ICT研究者等育成型研究開発は、ICT分野の研究者として次世代を担う若手人材を育

成することや、中小企業の斬新な技術を発掘するために、若手研究者又は中小企業の研究者

（個人又はグループ）が提案する研究開発課題に対して研究開発を委託する制度である。対

象となる研究開発課題は、「ICT イノベーション創出型研究開発」で示した分類ⅰから分類ⅳま

での分類における 12 の研究開発課題が対象である。また、提案要件として、イ）対象となる若

手研究者は 35 歳以上の研究者、ロ）40 歳以下の研究者であって、出産・育児や研究・技術開

発以外の職業に従事した経験、ハ）40歳以下の研究者であって博士号取得後5 年以内の者と

している。 
 地域 ICT 振興型研究開発は、地域の大学や中小・中堅企業、地方自治体の研究機関等に

所属する研究者が提案する研究開発課題に対して、研究資金の配分を行なっている。若手

ICT 研究者等育成型研究開発と同様に、「ICT イノベーション創出型研究開発」で示した分類

ⅰから分類ⅳまでの分類における 12 の研究開発課題が対象である。 
 
 

○予算および助成額 
 ICT イノベーション創出型研究開発の研究費は、1課題あたり上限 2000 万円（間接経

費は別途配分）であり、期間は最長 3年間である。 

 若手 ICT 研究者育成型研究開発は、研究期間を 2つのフェーズにわけ、多段階選抜方

式を導入し、1年目と 2年目以降で分けている。研究費は、フェーズ 1は、1課題あたり

上限 300 万円（間接経費別途配分）であり、研究期間は 1年間である。また、フェーズ

2は、単年度 1課題あたり上限 1000 万円（間接経費は別途配分）であり、研究期間は最

長で 2年間である。 

 地域 ICT 振興型研究開発では、単年度 1課題あたり上限 1000 万円（間接経費別途配分）

であり、研究期間は最長 2年間である。 

 

 

○運営管理体制 

 評価委員会は、プログラムごとに評価委員会を設置し、評価を行っている。 
 「ICT イノベーション創出型研究開発及び ICT イノベーション促進型研究開発」
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プログラム（評価委員会名：ICT イノベーション創出型・促進型評価委員会） 
 「若手 ICT 研究者育成型研究開発」（評価委員会名：若手研究者育成型評価委員会） 
 「地域 ICT 振興型研究開発」（評価委員会名：地域 ICT 振興型評価委員会） 
 「国際競争力強化型研究開発」（評価委員会名：国際競争力強化型評価委員会） 
 

 

○制度の仕組み 

 SCOPE では、総務省は評価委員へ、課題の評価の依頼と評価結果の報告を求め、研究

開発を委託する形式をとっている。 

 

 
図Ⅲ－７ スキーム図 

（出典：総務省ホームページ） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/outline/outline.html 

 

 

（２）各種評価（事前・中間・事後・追跡評価）の方法 

 研究開発評価は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 20年 10 月）」及び「総

務省情報通信研究評価指針（平成 21 年 10 月）を踏まえ、評価を実施している。 

 

A）採択評価 

 新規課題の公募において提案された研究開発課題について、下記に示す 2段階による

評価を行い、採択する課題を決定する。課題の採択、不採択にかかわらず、評価結果は

研究代表者に通知している。なお、提案する研究費の多寡は、評価結果には影響を及ぼ

さない。 

 

○第一次評価 

 主として技術的観点から、提案された研究開発課題の評価を実施する（地域 ICT

振興型研究開発のプログラムを除く）。地域 ICT 振興型研究開発については、主とし

て地域性の観点から、提案された研究開発課題を評価する。なお、本評価は、複数

の専門家によって行われている。 

 

○第二次評価 

 第一次評価の結果に基づいて一定数に絞り込まれた提案課題に対して、第一次評

価の観点に加え、総務省が示す政策との整合性の観点や、イノベーションを生み出

す可能性の観点等から総合的な評価を行なっている。地域 ICT 振興型研究開発以外

のプログラムについては技術的観点の評価も行う。また、地域 ICT 振興型研究開発
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については地域性の観点からの評価も行う。なお、本評価は、複数の学識経験者お

よび有識者により行われている。 

 

表Ⅲ－５ 第二次評価における総務省が示す政策との整合性の項目 

評価項目 評価の観点 評価ウェイト 

総務省が示す政策

との整合性 

本提案の達成目標は、UNS 戦略プログラム II のロード

マップで示されている目標と整合しているか。 

人材育成や標準化の推進の観点等、UNS 戦略プログラ

ム II で示されている政策と整合しているか。 

２/１２ 

 

B）継続評価・終了評価・追跡評価 

 実施中の研究開発課題について、「継続評価」を毎年度末に実施し、その評価結果を

次年度の研究計画の見直しや配分する研究費の額に反映させている。研究開発終了時

には「終了評価」、終了後には「追跡評価」を実施する。すべての評価において、評価

結果は研究代表者に通知する。 

 

 追跡評価については、SCOPE の追跡評価では、研究開発課題の終了時に追跡評価の

実施を判断するために継続して調査すべき、アウトプット・アウトカム成果の指標及

び目標を設定している。毎年度、受託者に対して簡易調査を実施し、追跡調査指標の

目標値を達成又は達成見込みとなった課題に関して、詳細調査を実施し、事業展開に

よる社会的波及効果等の把握を行っている。具体的には、終了評価実施時に未達成で

あった目標に対するその後の達成状況についての有効性（目標達成度、成果）、又は当

初想定した目標以外で終了評価実施以降に獲得された派生的、副次的な成果の有効性

等について評価を行う。評価は 5段階の絶対評価で実施される。 

 また、追跡評価の実施にあたっては、契約書の第 12条「研究評価の実施」の項目の

第 3項では、委託業務を実施する全期間終了後に、同期間内で実施した委託業務の内

容、事業化の計画等について、研究評価及び追跡評価を行うことができるものとし、

研究実施者は協力するものと、契約書に追跡評価への協力を盛り込んでいる。 

 

 また、全てのプログラムに共通する評価の視点として、イ）総務省が示す政策（研究

開発戦略マップ）との整合性、ロ）提案する達成目標や研究計画の妥当性、ハ）提案す

る予算計画や研究開発実施体制の妥当性である。 

 

 ○審査委員 

 評価委員会の設置にあたっては、学識経験者等を有する外部専門家・外部有識者から

なる評価委員と、専門事項を評価するための専門評価委員を置いている。評価委員の委

嘱期間は 2 年以内で、専門評価委員の委嘱期間は当該年度内である。 
対象となる評価は、前述の採択評価、継続評価、中間評価、終了評価、追跡評価を実施

している。 
 

 ◯関連情報（参照先等） 

 総務書・戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）」 

 （http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/outline/outline.html） 
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１．４．３ 戦略的創造研究推進事業（CREST) 

 
（１）制度の運営方法・体制 

○目的 

戦略的創造研究推進事業は、国の政策目標実現に向けて課題解決型基礎研究をトップ

ダウン型に推進する（独）科学技術振興機構の事業で、産業や社会に役立つ技術シーズ

の創出を目的としている。1995 年に発足した CREST（Core Research for Evolutional 

Science and Technology）は戦略創造事業のうち、全体の規模としては最大（約６割）

で、１つの領域に強力な研究群団が並び立ち、国の政策実現に向け研究を推進する。 

 

○対象分野 

国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえ、社会的インパクトの大きい目標

（戦略目標）を国（文部科学省）が設定し、そのもとに JST が推進すべき研究領域を定

めている。 

最近 3年間の研究領域は下記のとおり。 

 

表Ⅲ－６ 研究領域 

発足年度 研究領域名 研究総括 

（敬称略） 

平成 23 年度 エネルギー高効率利用のための相界面科学 笠木 伸英 

二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化と生産物活用

のための基盤技術の創出 

磯貝 彰 

海洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出 小池 勲夫 

エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出 山本 雅之 

平成 22 年度 炎症の慢性化機構の解明と制御に向けた基盤技術の創出 宮坂 昌之 

ポストペタスケール高性能計算に資するシステムソフトウェア技

術の創出 

米澤 明憲 

元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出 玉尾 皓平 

藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成の

ための基盤技術の創出 

松永 是 

平成 21 年度 共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築 東倉 洋一 

太陽光を利用した独創的クリーンエネルギー生成技術の創出 山口 真史 

脳神経回路の形成・動作原理の解明と制御技術の創出 小澤 瀞司 

持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム 大垣 眞一郎 

 

○助成対象 

研究の担い手は、大学、公的研究機関および民間企業の研究者で、機関を横断する研

究共同体が時限付きで形成され、研究を進める。 

 

○予算 

年度により異なるが、大まかに 250 億円以上程度。（平成 21年度は 282 億円。） 
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○助成期間および助成額 

 研究実施期間は 5 年以内。研究費は、1 億 5 千万円から 5 億円程度の規模であり、設

備費、材料費、旅費、ワークショップやシンポジウムなどの開催費などが対象となる。

また、間接経費は研究機関が執行する研究費の 30%を上限としている。 

 

○運営管理体制および制度の仕組み 

 国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえ、社会的インパクトの大きい目

標（戦略目標）を国（文部科学省）が設定し、そのもとに JST が推進すべき研究領

域と、研究領域の責任者である研究総括を定める。研究総括は、戦略目標の達成へ

向けて革新的技術シーズの創出を目指した課題達成型基礎研究を推進する。 

 研究領域の責任者である研究総括が産・学・官の各機関に所在する研究者を総括し、

研究領域をバーチャル・インスティテュートとして運営する。 

 研究領域ごとに、研究提案（研究課題）を募集し、研究総括が領域アドバイザー等

の協力を得て選考する。 

 研究代表者は最適な研究チーム（数名～20名程度の研究者、研究補助者等の集団）

を指揮して研究課題を実施。 

 

図Ⅲ－８ CREST のスキーム 
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（２）各種評価（事前・中間・事後・追跡評価）の方法 

  研究提案から研究開始までは下記のような流れになる。 

 

 
図Ⅲ－９ 評価プロセス 

 

○審査委員 

研究総括が、戦略目標達成に向けた研究を推進するため、バーチャル・インスティテ

ュートとなる研究領域の長として、採択課題の決定や研究計画の調整、研究代表者との

意見交換、課題評価等を領域アドバイザーの協力を適宜得ながら行う。 

 

○採択審査 

 研究領域ごとに研究提案を募集し、研究総括は領域アドバイザーの協力を得て書類

選考、面接選考の 2段階により、選考を行う。 

 選考に係わった領域アドバイザー等の氏名は、採択課題発表時に公表される。 

 各研究領域における採択予定件数は 4～10 件程度。 

 

～CREST の各研究領域に共通の選考基準～ 

a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。 

b. 研究領域の趣旨に合致していること。 

c. 先導的・独創的であり国際的に高く評価される基礎研究であって、今後の科学技術に

大きなインパクトを与え得ること。 

d. 革新的技術シーズの創出に貢献し、新産業の創出への手掛かりが期待できること。 

e. 研究代表者は、研究遂行のための研究実績と、研究チーム全体についての責任能力を

有していること。 

f. 最適な研究実施体制であること。研究代表者の研究室以外の主たる共同研究者等は研

究代表者の研究構想を実現するために必要であること。 

g. 研究代表者および主たる共同研究者が所属する研究機関は当該研究分野に関する研

究開発力等の技術基盤を有していること。 

h. 研究代表者の研究構想を実現する上で適切な研究費計画であること。研究のコストパ

フォーマンスが考慮されていること。 
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○継続（中間・途上）評価 

 研究総括、領域アドバイザーを中心として、研究の進捗および成果の状況と見込み

について、研究開始後 3年程度を目安として中間評価を行う。 

 評価結果は、以後の研究計画の調整、資源配分（研究費の増額・減額や研究チーム

の見直し等を含む）に反映される。 

 場合によっては、研究課題間の調整や研究課題の中止等の措置を行うこともある。 

 

○終了（事後）評価 

研究終了時に事後評価を行う。課題評価とは別に、研究領域と研究総括を対象として

領域評価（中間および事後評価）が行われる。戦略目標の達成へ向けての進捗状況、研

究領域の運営状況等の観点から評価が実施される。 

 

○追跡調査および追跡報告書 

研究終了後一定期間を経過した後、研究成果の発展状況や活用状況、研究成果の科学

技術的および社会・経済的な波及効果、参加研究者の活動状況等について追跡調査を行

う。追跡調査結果等をもとに、JST が選任する外部の専門家（3～4名）が追跡評価を行

う。追跡評価については次のようなプロセスで進められる。 

① 領域の全研究課題の成果の追跡調査 

② 領域の代表的課題の詳細調査 

③ 追跡評価資料の作成 

④ 評価用資料の委員への送付 

⑤ 追跡評価委員会 

⑥ 評価コメントの作成（評価委員） 

⑦ 主査による評価報告書(案)のまとめ 

⑧ 評価報告書の確認(評価委員、元研究総括) 

⑨ 理事会報告 

⑩ 公表 

 

 CREST に関しては、これまでに平成 20 年度および 22 年度の追跡評価の結果が公表さ

れている。各研究領域の追跡評価報告書は 10 ページ以内の記載内容が多い。 

 

 

◯関連情報（参照先等） 

 戦略的創造研究推進事業（CREST)のホームページ 

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/ 

 平成２３年度募集要項のホームページ 

http://www.senryaku.jst.go.jp/teian/top/kouboold.html 

 CREST－12 周年記念誌 

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/pdf/CREST-12_080519.pdf 

 戦略的創造研究推進事業の追跡調査・追跡評価のページ 

http://www.jst.go.jp/kisoken/hyouka/follow-up.html 
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１．４．４ イノベーション創出基礎的研究推進事業（農業食品産業技術総合研究機構） 
  

 本事業は、独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構が実施機関であり、以下の説

明は、主として平成 24年度課題公募時の情報をもとにしている。 

 

（１）競争的資金の概要と運営管理体制 
 ○目的 

 農林水産業、飲食料品産業、醸造業等の生物系特定産業に関する研究開発における産

学官の連携の要として、総合科学技術会議が作成する「科学技術基本計画」や当該計画

に基づき農林水産省農林水産技術会議が定める「農林水産研究基本計画」等に則しつつ、

基礎から応用まで一体的に推進することにより、革新的な技術の開発を促進し、生産性

の飛躍的向上や農林水産物の高付加価値化等の生物系特定産業における諸課題の解決や

革新的な技術の開発を促進するとともに、生物系特定産業の発展の可能性を広げる新た

な事業の創出等のイノベーションにつなげる。 

 

○対象分野 

 農林水産物の生産力向上・食料安定供給 

 食の安全確保 

 地球温暖化への対応とバイオマスの利活用 

 農林水産業の 6次産業化、国産農林水産物の消費拡大等に資する農林水産物・食品

の高品質・高機能化 

 新分野創出のための生物機能利用技術開発 

 生物及び生態系の機能の解明及び高度利用 

 国際的な食料・環境・エネルギー問題への寄与 

 東日本大震災からの復興に資する事業化促進のための技術開発等(下記の事業化促

進型共同研究のみ) 

 

○助成対象 

 日本国内の生物系特定産業分野の研究開発を実施する能力のある機関に所属する常勤

の研究者。 

 

○予算 

 55 億 6500 万円（平成 23 年度） 
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○助成期間および助成額 

 

表Ⅲ－７ 助成期間および助成額  
 事業 制度の内容 

技
術
シ
ー
ズ
開
発
型
研
究 

一般枠 1）Aタイプ 

  研究期間:5 年以内 

  研究規模:6 千万円以内/年(間接経費含む) 

2）B タイプ 

  研究期間:原則 3年以内(最大 5年まで) 

  研究規模:1 千万円以内/年(間接経費含む) 

若手研究者育成

枠 

1）Aタイプ 

  研究期間:3 年以内 

   (予算状況に応じて 2年以内の延長が可能) 

  研究規模:3 千万円以内/年(間接経費含む) 

2）B タイプ 

  研究期間:3 年以内 

   (予算状況に応じて 2年以内の延長が可能) 

  研究規模:1 千万円以内/年(間接経費含む) 

発
展
型
研
究 

一般枠 1）Aタイプ 

   A フェーズ I 

      研究期間:1 年以内 

      研究規模:5 百万円以内/年(間接経費なし) 

   B フェーズ II 

      研究期間:2 年以内 

      研究規模:5 千万円以内/年(間接経費含む) 

2）B タイプ  

   A フェーズ I 

      研究期間:1 年以内 

      研究規模:5 百万円以内/年(間接経費なし) 

   B フェーズ II 

      研究期間:2 年以内 

      研究規模:1 千万円以内/年(間接経費含む) 

 ベンチャー育成

枠 

1）フェーズ I 

  研究期間:1 年以内 

  研究規模:5 百万円以内(間接経費なし) 

2）フェーズ II 

  研究期間:2 年以内 

    (予算状況に応じて 1年以内の延長が可能) 

  研究規模:3 千万円以内/年(間接経費含む) 

事
業
化
促
進

型
共
同
研
究 

事業化促進型共

同研究 

 

 

 

研究期間:3 年以内 

研究規模:2 千万円以内/年(間接経費含む) 

 

 
 

 ○運営管理体制 

 運営部署：独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支

援センター 
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○制度の仕組み 

 産学官の研究チーム又は単独の研究者に対し、公募を通じて研究を委託する。 

 また、平成 24度は東日本大震災の復興に向けて、公的機関と民間企業が共同して実施

する研究開発について、公募を通じて研究を委託する。 

 

（２）評価方法と体制 
○審査委員 

 外部の専門的有識者 

 

○採択審査 

 下記の 3段階の審査を経て採択課題を決定する。 

・第一次書類審査 

 応募内容提案書をもとに１課題当たり複数名の書類審査専門委員が科学的・技術的

視点に基づいた審査を行い、その結果に基づいて第二次書類審査の対象とする課題を

選定する。 

 

・第二次書類審査 

 第一次書類審査で選定された課題について、応募内容提案書をもとに、１課題当た

り複数名の選考・評価委員及び専門委員が総合的視点により審査を行い、面接審査の

対象とする課題を選定する。 

 

・面接審査 

 第二次書類審査で選定された課題について、選考・評価委員及び専門委員が、研究

代表者に対する面接審査を行う。 

 

○研究成果の評価 

 研究成果報告書及びヒアリングに基づき年度毎に評価を行うとともに、研究終了時に

事後評価を行う。 

 また、技術シーズ開発型研究一般枠については、計画期間の中間年度（３年目）にピ

アレビュー方式の中間評価を行う。 

 

○追跡調査および追跡報告書 

 研究終了後一定期間が経過したものについては、成果がもたらす波及効果等を把握す

るために追跡調査を実施する。 

 

 

◯関連情報（参照先等） 

 「イノベーション創出基礎的研究推進事業」24年度公募サイト 

（http://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/bra

in/023257.html） 
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１．４．５ 省エネルギー革新技術開発事業（新エネルギー・産業技術総合開発機構） 
 

 本事業は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施機関であり、以下の

説明は、主として平成 23年度の情報をもとにしている。 

 

（１）競争的資金の概要と運営管理体制 
○目的 

 エネルギーイノベーションプログラムの一環として実施し、「省エネルギー技術戦略

2011」の推進を十分に意識した大幅な省エネルギー効果を発揮する革新的な技術の開発

により、「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」に貢献する。 

 

○対象分野 

 省エネルギー 

 分野横断的公共事業 

 

○助成対象 

 原則として、日本国内に研究開発拠点を有している企業、大学等の法人。但し、

国外法人の特別の研究開発能力・研究施設等の活用、国際標準獲得等を目的に、必

要な部分に関しては、国外法人との連携により実施することができる。 

 

○予算 

 102 億円（平成 23 年度） 

 

○助成期間および助成額 

 各研究開発テーマの実施期間は下記 1）～4）の各フェーズにおいては 3年以内、事前

研究においては 2年間を上限とする。また、研究開発費年間総額上限も異なる。 

 

表Ⅲ̶８ 研究フェーズ 

研究フェーズ 研究開発費年間総額上限 

ⅰ）挑戦研究フェーズ 1 億円程度 

ⅱ）先導研究フェーズ 1 億円程度 

ⅲ）実用化開発フェーズ 3 億円程度 

ⅳ）実証研究フェーズ 5 億円程度 

ⅴ）事前研究 1 千万円 

 

 

○運営管理体制 

 運営部署：NEDO 省エネルギー部 

 

○制度の仕組み 

 研究開発については、NEDO が、企業、大学等の法人から、公募によって研究開発テー

マ及び研究開発実施者を選定して実施する。 
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省エネルギー革新技術開発事業の実施スキーム 

出典：NEDO 省エネルギー革新技術開発事業 平成 23 年度実施方針 

（http://www.nedo.go.jp/content/100167552.pdf） 

 

 挑戦研究フェーズ、先導研究フェーズの要件に合致すると判断されるテーマは委託に

より実施、実用化開発フェーズ、実証研究フェーズの要件に合致すると判断されるテー

マは助成により実施する。 

 事前研究は、それぞれ、挑戦研究フェーズ、先導研究フェーズの事前研究は委託によ

り実施し、実用化開発フェーズ、実証研究フェーズの事前研究は助成により実施する。 

 将来の革新的な省エネルギー技術の検討については、NEDO が企業、大学等の法人から

公募によって実施者を選定して委託により実施する。あるいは、NEDO が検討のための委

員会等を主催するなど、適宜実施する。 

 

 

（２）評価方法と体制 
○審査委員 

 外部の幅広い分野の専門家・有識者 

 

○採択審査 

 上記専門家・有識者を含む契約・助成審査委員会において、客観的審査基準に基づい
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て実施する。 

 

○中間評価 

 政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来の産業への波及効果、効果的な制

度運営等の観点から、制度評価指針に基づき、原則、内部評価により実施する。 

 ただし、翌年度に公募を実施しない年度においては制度評価を実施しない。 

 評価結果を踏まえ、必要に応じて制度の拡充・縮小・中止等の見直しを迅速に行う。 

 

○事後評価 

 事後評価を制度終了後の翌年に実施する。 

 

○追跡調査および追跡報告書 

 ※記載なし 

 

 

◯関連情報等 

 「NEDO 省エネルギー革新技術開発事業」サイト 

 （http://www.nedo.go.jp/activities/FK_00238.html） 
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２．追跡調査アンケート票 
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３．個別調査課題選定票 
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４．制度アンケート調査票 
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